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【この別冊に関するお問い合わせ】 危機管理室危機管理課 ☎582・2110

ペット用の避難用品や備蓄品の確保

※ このページでの「ペット」とは、家庭で飼育している動物のうち、犬や猫などのほ乳類と鳥等を指します。特定動物と特定外来種に指定された動物、これらに類する動物は含みません。

　ペットの安全は、飼い主自ら守ることが基本となります。災害が起きた時、ペットを守ることができるのは飼い主だけです。
そのためには、まず飼い主が無事でいることが重要です。飼い主が自分の安全を確保した上で、ペットの安全を守りましょう。
　また、避難所への避難が必要な方は、平常時に避難所に出かけてみて、避難経路などを実際に確認しておきましょう。

　ペットのための備えは、飼い主の責任です。災害発生
時には、人命救助が優先となるため、ペットのための救
援物資の到着には時間がかかることがあります。
　最低でも次の物は準備しましょう。

ペットの同行避難について

　ペットが理由で避難しないことは、自分の安全を脅かすことにつながります。災害発生時にはペットを落ち着かせ、迷子にさせないように
注意して、ペットとともに「同行避難」をしましょう。
　ペットの居住空間など、避難所ごとに状況が異なりますので、あらかじめ確認しておくことをお勧めします。
　また、避難する際は、ペット用の避難用品（ケージなど）や備蓄品を持っていき、避難所では施設管理者の指示に従いましょう。

【ペットの健康や命に係わるもの】 【情報】
●ペットフードと水（少なくとも5日分）
●キャリーバッグやケージ
●首輪（予備）、リード（伸びないもの）
●服用中の薬
●トイレ用品（ペットシーツ、猫砂、ビニール袋等）

・ 同行避難とは、「災害時に、飼い主が飼育しているペットと同行し、
  避難所まで避難すること」です。
・ 避難所で、人とペットが同じスペースで居住できることを意味する
  ものではありません。

●ペットの写真（ペットが行方不明になった時に役立ちます）
●狂犬病注射やワクチン等の接種状況、既往症、薬の情報等
　（ペットの健康手帳のようなもの）

　自宅が倒壊等のおそれがない場合などは、「在宅避難」という
方法もあります。また、避難所への避難以外にも、ペットの一時預
かり先として、安全な親戚や知人宅、宿泊施設など、事前に探して
おくことが望ましいです。

ポイントキーワード
【同行避難】

北九州市印刷物登録番号 第2102003F号

　何度も利用できるように、事前にコピーしてご利用ください。記入後は家族のみんな
が見る場所に貼っておきましょう。


